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入会、退会、会費の納入等に関する規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人愛知県火薬類保安協会（以下「本協会」という。）の定款第６条から第８

条の規定により、入会、退会、会費ならびに届出に関し必要な事項を定める。 

 

（規程の変更） 

第２条 この規程の変更は、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。 

 

（入会手続） 

第３条 本協会に入会しようとする者は、入会申込書（様式１）に入会金 ５，０００ 円を添えて協会事務

局へ提出するものとする。 

 

（会費の種類及び金額） 

第４条 会費の種類は均等割、数量割の２種類とする。 

  会費の金額は次の区分による。 

 

会員種別 
均 等 割 会 費  

区 分 年 額 

正 会 員 

製造業者 

 産 業 火 薬 類  340,000円 

 産 火 加 工 品  100,500円 

 煙 火  22,500円 

販売業者 

 一 次 商  227,700円 

 産 業 火 薬 類  別表(1)による 

 猟 用 火 薬 類  22,500円 

 建 鋲 空 包  22,500円 

 が ん 具 煙 火 卸  36,900円 

 煙 火  19,600円 

 産 業 火 薬 類 以 外  22,500円 

消 費 者  産 業 火 薬 類  別表(2)による 

特別会員 

製造業者  産 業 火 薬 類  317,900円 

販売業者 
 一 次 商  222,600円 

 二 次 商  95,400円 

消 費 者  産 業 火 薬 類  別表(3)による 

賛助会員 １口以上 (１口)  34,700円 

 

 

（会費の納入方法及び納入時期） 

第５条 会員は、本協会の発行する納入通知書により会費を納入しなければならない。 

  ２ 会員の会費の納入方法及び納入時期は次の区分による。 
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正 会 員 毎年９月末日までに本協会に納入する。 

特別会員 
毎年９月末日までに本協会に納入する。 

あるいは火薬類譲受、消費許可申請の都度本協会に納入する。 

賛助会員 毎年９月末日までに本協会に納入する。 

 

（届出の義務） 

第６条 会員は、入会申込書に記載された事項に変更があったときは、変更届出書（様式２）を提出しなけ

ればならない。 

 

（退会手続） 

第７条 本協会を退会しようとする者は、退会届（様式３）を提出するものとする。 

 

附  則 

 １ この規程は、令和８年１月１日から施行する。  
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別表（１） 産業火薬類販売業者（正会員） 

 （１）均等割会費 

会 員 種 別 
均 等 割 会 費 

区 分 前 年 の 販 売 数 量 年 額 

正 会 員 販 売 業 
産業火薬類(10t未満) 19,600円 

産業火薬類(10t以上) 34,000円 

 

 （２）販売数量割会費 

会 員 種 別 販 売 数 量 割 会 費 

区 分 前 年 の 販 売 数 量 年 額 

正 会 員 販 売 業                 5 ﾄﾝ未満 20,300円 

   5 ﾄﾝ以上    10 ﾄﾝ未満 37,600円 

  10 ﾄﾝ以上   50 ﾄﾝ未満 57,800円 

  50 ﾄﾝ以上  100 ﾄﾝ未満 101,200円 

 100 ﾄﾝ以上 144,500円 

   （備考） 数量は火薬・爆薬の合計数量とする。 

 

別表（２） 産業火薬類消費者（正会員） 

 （１）均等割会費 

会 員 種 別 
均 等 割 会 費 

区分 年 額 

正 会 員 消 費 者 産業火薬類 19,600円 

 

 （２）譲受消費数量割会費 

会 員 種 別 

譲 受 消 費 数 量 割 会 費 

区 分 前年の譲受消費許可申請数量 年  額 

正 会 員 消 費 者 

              50Kg未満  2,900円 

 50Kg以上    100Kg未満  5,800円 

100Kg以上  300Kg未満  8,700円 

300Kg以上  500Kg未満 11,600円 

500Kg以上   1 ﾄﾝ未満  17,400円 

  1 ﾄﾝ以上    3 ﾄﾝ未満  26,100円 

  3 ﾄﾝ以上    5 ﾄﾝ未満  40,500円 

  5 ﾄﾝ以上   10 ﾄﾝ未満  57,800円 

 10 ﾄﾝ以上   30 ﾄﾝ未満  83,900円 

 30 ﾄﾝ以上    50 ﾄﾝ未満  109,900円 

 50 ﾄﾝ以上  100 ﾄﾝ未満 141,700円 

100 ﾄﾝ以上  200 ﾄﾝ未満 170,000円 

200 ﾄﾝ以上 205,000円 

     （備考） 数量は火薬・爆薬の合計数量とする。 
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別表（３）産業火薬類消費者（特別会員） 

 

 （１）均等割会費 

会員種別 
均 等 割 会 費 

区 分 年 額 

特別会員 消 費 者 産業火薬類 14,500円 

 

 （２）譲受消費数量割会費 

会員種別 
譲 受 消 費 数 量 割 会 費 

区 分 譲受消費許可申請数量１件ごと 年 額 

特別会員 消 費 者 

              100Kg未満  5,800円 

  100Kg以上   500Kg未満  11,600円 

  500Kg以上    1 ﾄﾝ未満 17,400円 

    1 ﾄﾝ以上   3 ﾄﾝ未満 28,900円 

    3 ﾄﾝ以上    5 ﾄﾝ未満  46,300円 

    5 ﾄﾝ以上   10 ﾄﾝ未満  63,600円 

   10 ﾄﾝ以上   50 ﾄﾝ未満  127,200円 

   50 ﾄﾝ以上  159,000円 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


